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愛西市条例第１７号 

 

   愛西市印鑑の登録及び証明に関する条例等の一部を改正する 

条例 

 

（愛西市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正） 

第１条 愛西市印鑑の登録及び証明に関する条例（平成１７年愛西市条例第

１１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項を次のように改める。 

   印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法（昭和４２年

法律第８１号。以下「法」という。）に基づき、本市の住民基本台帳に

記録されている者とする。 

  第４条第４項第１号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は外国人登

録証明書（写真を貼付したものに限る。）」を削る。 

第５条第２項第１号を次のように改める。 

（１） 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称（住

民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第３０条の２６

第１項に規定する通称をいう。以下同じ。）又は氏名若しくは通称

の一部を組み合わせたもので表していないもの 

第５条第２項第２号中「氏名」を「氏名又は通称」に改め、同項第５号

中「表わし」を「表し」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 市長は、前項第１号及び第２号にかかわらず、外国人住民（法第３０

条の４５に規定する外国人住民をいう。以下同じ。）のうち非漢字圏の

外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又は

その一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けよう

とする場合には、当該印鑑を登録することができる。 

  第６条第１項第３号を次のように改める。 

（３） 氏名（外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合に

あっては、氏名及び通称） 

第６条第１項に次の１号を加える。 
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（８） 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記

録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもの

で表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名

のカタカナ表記 

  第１３条中「又は外国人登録法」を削る。 

  第１４条第１項第５号中「氏又は名」を「氏名、氏若しくは名（外国人

住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。）」に改め、同項

第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

（６） 外国人住民にあっては法第３０条の４５の表の上欄に掲げる者

ではなくなったとき（日本の国籍を取得した場合を除く。）。 

  第１４条第２項中「第６号」を「第７号」に改める。 

  附則に次の１条を加える。 

（外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）に基づき当市の外国人登

録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い） 

第５条 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律（平成２１年法律

第７７号。以下「改正法」という。）の施行日（改正法附則第１条第１

号に定める日をいう。以下同じ。）の前日において印鑑の登録を受けて

いる外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができな

い者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものと

する。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けて

いる者にこのことを通知するものとする。 

２ 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であっ

て、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏

名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施

行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するもの

とする。 

（愛西市手数料条例の一部改正） 

第２条 愛西市手数料条例（平成１７年愛西市条例第５８号）の一部を次の

ように改正する。 

第７条第２項第３号中「又は外国人登録原票」を削る。 
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                 「 

 住民基本台帳閲覧 １人 ２００円   

別表第１（１）中 
外国人登録原票記載 

事項証明 
１件 ２００円  を  

 身分証明 １件 ２００円   

                                」 

 「 

 住民基本台帳閲覧 １人 ２００円  

 身分証明 １件 ２００円  
に改める。 

                       」 

 （愛西市遺児手当支給条例の一部改正） 

第３条 愛西市遺児手当支給条例（平成１７年愛西市条例第１００号）の一

部を次のように改正する。 

  第３条第２項第１号中「外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）」

を「住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）」に改める。 

（愛西市総合斎苑の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４条 愛西市総合斎苑の設置及び管理に関する条例（平成２２年愛西市条

例第１２号）の一部を次のように改正する。 

別表備考１中「登録され、又は外国人登録原票に」を削る。 

附 則 

この条例は、平成２４年７月９日から施行する。 


